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おたずね／広報情報課　☎21－8578

※「市長とふれあいトーク」は市民の皆さんとの情報交換の場であり、陳情・要望・苦情等の直接交
渉の場ではありませんのでご理解ください。

市長とふれあいトーク
～わたしの政策提案日～

■と　き／5月24日（火）9時30分～12時　  ■ところ／市役所本庁　会議室
■申込期限／5月17日（火）
■対　象／市内に住所または勤務地がある個人またはグループ（5人以内）
■時　間／1人（グループ）30分以内　　　　　■広報情報課まで電話で要申込

納税通知書が届かない場合はおたずねください。
◆納税通知書発送日／おたずね

【自動車税】5月2日（月）島根県東部県民センター
　　　　　　　　　　　　　（☎0852-32-5629）

【軽自動車税】5月13日（金）市民税課（☎21-6703）

おたずね／環境施設課　☎21－6988

ゴミの出し方についてのお願い

自動車税・軽自動車税の納期限は
5月31日（火）です。

必ず納期限までに納めましょう。

　3月30日に平田不燃物処理センターの粗
大ごみ処理施設棟で火災が発生しました。
処理施設棟内の破砕機で金属類を破砕す
る際に火花が発生し、投入された可燃性物
質（スプレー缶など）に引火し火災になっ
た可能性があります。
　火災が発生しないように、次のようなご
みを出す場合は、ルールを守っていただき
ますようご協力をお願いします。
①石油ストーブ、ファンヒーター

　乾電池を取って、灯油を完全に抜き
取ってください。
②カセットボンベ、スプレー缶

　中身を完全に使い切ってから必ず穴
を空けてください。
③ライター、灯油缶、ガソリン携行缶、塗料缶
　　中身を完全に使い切ってください。
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緊
急
通
報
装
置
設
置
費

補
助
金

●
65
歳
以
上
の
高
齢
者
独
居
世
帯
等

の
方
が
、
民
間
警
備
会
社
の
緊
急

通
報
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に

必
要
と
な
る
初
期
設
置
費
用
に
対

し
て
助
成
し
ま
す
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
に
限
る
）。

問
申
高
齢
者
福
祉
課
（
☎
㉑
６
９

　
６
７
）︑
各
支
所
福
祉
担
当
課

都
市
計
画
道
路
変
更
図
書

の
縦
覧

●
平
田
地
域
対
象
路
線
／

︹
県
決
定
路
線
︺
中
町
瑞
穂
大
橋
線

︹
市
決
定
路
線
︺
竿
井
手
筋
線
、
山

王
川
筋
線
（
廃
止
）

●
大
社
地
域
対
象
路
線
／

︹
県
決
定
路
線
︺
浜
山
公
園
北
荒
木

線
、
北
荒
木
赤
塚
線
、
遙
堪
杵
築

線
、
大
社
日
御
碕
線
、
出
雲
大
社

平
田
線
（
廃
止
）

︹
市
決
定
路
線
︺
山
根
流
下
線
（
廃

止
）、
西
原
乙
見
線
（
廃
止
）、
駅

通
り
線
、
小
土
地
神
門
線
　

●
縦
覧
場
所
／
都
市
計
画
課

問
都
市
計
画
課
（
☎
㉑
６
７
４
４
）

「
都
市
計
画
法
　
開
発
許
可

制
度
の
手
引
き
」
の
改
訂

●
「
都
市
計
画
法
　
開
発
許
可
制

度
の
手
引
き
（
例
規
・
様
式
編
）」

を
改
訂
し
ま
し
た
。

●
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課
（
☎
㉑
６
７
４
４
）

市
営
共
同
墓
地
使
用
者

●
募
集
区
画
／
一
の
谷
共
同
墓
地
：

６
区
画
、
三
輪
山
霊
園
：
３
区
画

（
い
ず
れ
も
応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

●
対
象
者
／
市
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
方
な
ど

●
申
込
期
限
／
５
月
10
日
㈫

問
申
一
の
谷
共
同
墓
地
：
環
境
政

策
課
（
☎
㉑
６
５
３
５
）︑
三
輪

山
霊
園
：
斐
川
支
所
市
民
福
祉
課

（
☎
�
９
１
０
１
）

「
公
益
信
託
し
ま
ね
文
化

フ
ァ
ン
ド
」 

平
成
28
年
度

後
期
助
成
事
業

●
対
象
／
９
月
か
ら
平
成
29
年
３
月

に
島
根
県
内
の
民
間
団
体
が
実
施
・

完
了
す
る
文
化
事
業
で
、「
地
域
文

化
振
興
」「
芸
術
文
化
振
興
」「
国

際
文
化
交
流
」
の
分
野
で
広
く
一

般
に
公
開
し
て
行
わ
れ
る
も
の

●
助
成
金
額
／
対
象
経
費
の
１
／
２

以
内

●
申
込
期
間
／
５
月
１
日
㈰
～
31
日

㈫
問
申
公
益
信
託
し
ま
ね
文
化
フ
ァ

ン
ド
事
務
局
（
☎
０
８
５
２
㉒

５
５
０
０
）

（
担

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
）

シ
ニ
ア
の
た
め
の
技
能
講
習

【
マ
ナ
ー
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
養
成
講
習
】

●
と
き
／
５
月
23
日
㈪
～
27
日
㈮

（
５
日
間
）
10
時
～
16
時

●
と
こ
ろ
／
出
雲
商
工
会
議
所

●
対
象
者
／
60
歳
以
上
で
、
講
習
の

全
日
程
を
受
講
で
き
る
方

●
内
容
／
ス
ー
パ
ー
や
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
で
の
仕
事
に
関
心
の
あ
る
方

に
、
基
本
的
な
マ
ナ
ー
や
パ
ソ
コ

ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
操
作
方

法
を
学
ん
で
い
た
だ
く
講
習
。

●
定
員
／
15
名

●
受
講
無
料

●
申
込
期
限
／
５
月
９
日
㈪

問
申
島
根
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
会
（
☎
０
１
２
０
�

１
１
４
２
）

（
担

高
齢
者
福
祉
課
）
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知
っ
て
い
ま
す
か
？

自
転
車
等
の
放
置
禁
止
区
域

　市
で
は
、
自
転
車
等
（
原
付
も
含
む
）
の
放
置
を
防
止
し
、
市
民
生
活
の

安
全
、
街
の
美
観
や
都
市
機
能
の
維
持
を
図
り
、
良
好
な
生
活
環
境
を
確
保

す
る
た
め
、『
出
雲
市
放
置
自
転
車
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
』
を
定
め
て

い
ま
す
。

　こ
の
条
例
に
よ
り
、Ｊ
Ｒ
出
雲
市
駅
周
辺
を
、
自
転
車
等
の
放
置
禁
止
区

域
に
指
定
し
、
放
置
さ
れ
た
自
転
車
等
は
、
適
宜
撤
去
・
保
管
し
て
い
ま
す
。

（※

引
き
取
り
の
際
は
、
撤
去
費(

千
円)

・
保
管
費(

保
管
日
数
に
応
じ
て
１
〜
４
千
円)

が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

●出雲市駅西・東駐輪場をご利用ください。（例：１時間まで無料・自転車１日102円）
●通勤・通学等で駐輪場の利用を希望される方は、駐輪場と契約されれば、さらにご利用し

やすくなります。（例：自転車１か月 1,265円）
※おたずね／西駐輪場 ☎21-1329、東駐輪場 ☎30-1560

おたずね／交通政策課　☎２１- ６８１９

防
犯
灯
設
置
を
推
進
し
ま
す

夜
間
の
安
全
安
心
の
た
め
に
！

夜
間
の
安
全
安
心
の
た
め
に
！

夜
間
の
安
全
安
心
の
た
め
に
！

夜
間
の
安
全
安
心
の
た
め
に
！

　
市
で
は
、
夜
間
の
安
全
性
確
保
を
図
り
、
犯
罪
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
児
童
・
生
徒
の
通
学

路
や
住
民
の
生
活
道
路
に
防
犯
灯
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

  

⑴
町
内
会
等
設
置
防
犯
灯
補
助

  

⑵
市
設
置
防
犯
灯

　町
内
会
等
が
設
置
さ
れ
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
（
発
光
ダ
イ
オ
ー

ド
）
防
犯
灯
に
対
し
、
そ
の
設
置
費
の
一
部
を
予
算
の
範

囲
内
で
市
が
補
助
し
ま
す
。

※

補
助
対
象
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◆
設
置
場
所

児
童
・
生
徒
の
通
学
路
や
住
民
の
生
活
道
路
で
防
犯
上

必
要
な
場
所

◆
補
助
対
象
者

　町
内
会
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
団
体

◆
維
持
管
理
費

　電
気
代
、
修
繕
費
等
は
設
置
者(

町
内
会
等)

が
負
担

◆
補
助
申
請
に
つ
い
て

①
町
内
会
等
か
ら
市
へ
補
助
申
請

（
６
月
末
締
切
）

②
市
は
調
査
の
後
、
補
助
決
定

③
補
助
決
定
後
施
工
、
実
績
報
告

を
受
け
て
補
助
金
交
付

◆
補
助
の
内
容

設
置
費
の
１
／
２
を
次
の
限
度
額

内
で
補
助

※

設
置
か
ら
10
年
程
度
経
過
し
灯
具
が

劣
化
し
た
も
の
や
、
灯
具
が
破
損
し

た
も
の
を
更
新
す
る
場
合
に
も
補
助

し
ま
す
。
早
急
に
更
新
が
必
要
な
場

合
に
は
、
交
通
政
策
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

区　　分

既設柱利用の場合 2万円

柱を新設する場合 3万5千円

LED防犯灯への更新LED防犯灯への更新

LED防犯灯LED防犯灯
の 新の 新 設

1万5千円

限度額

お
た
ず
ね
／
交
通
政
策
課

　☎
㉑
６
８
１
９

　小
・
中
学
校
の
通
学
路
で
、お
お
む
ね
１
０
０
ｍ
以
内

（
小
・
中
学
校
の
周
囲
５
０
０
ｍ
以
内
の
場
所
は
、お
お
む

ね
50
ｍ
以
内
。）に
街
路
灯
や
人
家
、自
動
販
売
機
等
の
照

明
設
備
が
な
く
、防
犯
上
必
要
な
場
所
に
予
算
の
範
囲
内

で
市
が
防
犯
灯
を
設
置
し
ま
す
。

◆
設
置
場
所

公
共
用
地
ま
た
は
無
償
貸
借
で
き
る
民
有
地

◆
維
持
管
理
費

　電
気
代
・
修
繕
費
等
は
市
が
負
担

◆
要
望
の
取
り
ま
と
め
方
法

①
市
か
ら
小
・
中
学
校
へ
要
望
調
査

②
小
・
中
学
校
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
と
調
整
し
市
へ
申
請
書
を

提
出

③
市
は
現
地
調
査
の
後
、
設
置
箇
所
を
決
定
し
施
工
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